
（参考１）
マンション再生事業用

資産の譲渡があった旨等の証明書
（租税特別措置法第31条の２第２項第10号及び第62条の３第４項第10号〔軽減税率〕関係）

　年　月　日

資産の譲渡者
住所
氏名

事業の施行者
所在地又は住所
名称又は氏名
下記１の資産が、
①  マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第56条第１項の規定による権利変換を希望しない旨の申出に基づき買い取ったものであること。
②  マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項又は第64条第１項若しくは第３項の規定に基づき買い取ったものであること。
③　隣接施行敷地権及び施行底地権に係るものでないこと。
及び
下記２の再生後マンションの住戸の基準が、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第１項第10号イ又は第21条の19第２項第10号イの規定による都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）の証明（番号　　　　　　
・　　　年　月　日）を受けていることを証明いたします。

記
１．再生前マンション又は再建敷地
　（１）名称（再生前マンションのみ）

　（２）権利変換計画認可年月日

　（３）権利変換期日

	資産の所在地
	資産の種類
	買取等の区分
	買取等の価額

	
	
	
	円




２．再生後マンション
名称



注　１）本文において、資産の譲渡に際しての根拠条項に応じ、①又は②を○で囲むこと。
　　２）本文において、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）による証明に係る証明書の番号及び証明年月日をカッコ欄に記載すること。
　　３）上記１.（３）において、資産の種類の欄には「区分所有権」、「敷地利用権」又は「敷地共有持分等」の別を、買取等の区分に欄には「権利変換を希望しない旨の申出」、「売渡し請求」又は「買取り請求」の別を記載すること。


（参考２）マンション等売却事業用


資産の譲渡があった旨等の証明書
（租税特別措置法第31条の２第２項第11号及び第62条の３第４項第11号〔軽減税率〕関係）

　年　月　日

資産の譲渡者
住所
氏名

　マンション等売却組合
所在地
名称
１.下記１.の資産が
①  マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第121条第１項の規定に基づき買い取ったものであること。
②  マンションの再生等の円滑化に関する法律第141条第１項の規定による認可を受けた分配金取得計画に基づき買い取ったものであること。

２.下記２.のマンションの再生等の円滑化に関する法律第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以下「施行規則」という。）第58条第１項第６号若しくは第７号若しくは第２項第６号若しくは第７号に規定する計画（以下「認定除却等計画等」という。）の記載事項が
①　売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地に新たに建築されるマンション（住戸が告示第２項又は第３項に定める基準に適合するもの。以下「売却再建マンション」という。）に関する事項であること及び当該売却再建マンションが建築されること。
②　売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地において整備される道路、公園、広場等の公共の用に供する施設その他の施設（租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第６項第２号若しくは第３号又は第21条の19第７項第２号若しくは第３号に掲げるもの。以下「公共の用に供する施設等」という。）に関する事項であること及び当該公共の用に供する施設等が整備されること。

について、租税特別措置法施行規則第13条の３第１項第11号又は第21条の19第２項第11号の規定に基づく都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）による証明（番号　　　　　　・　　　年　月　日）を受けていることを証明いたします。

記

１．売却等マンション又は売却敷地
　（１）名称（売却等マンションのみ）

　（２）分配金取得計画認可年月日

　（３）権利消滅期日

	資産の所在地
	資産の種類
	買取等の区分
	買取等の価額

	
	
	
	円




２．認定除却等計画等に記載されている事項


注　１）本文において、資産の譲渡に際しての根拠条項に応じ、①又は②を○で囲むこと。
　　２）本文において、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）による証明に係る証明書の番号及び証明年月日をカッコ欄に記載すること。
　　３）上記１．（１）において、資産が売却敷地の場合は、名称は記入不要。
　　４）上記１.（３）において、資産の種類の欄には「区分所有権」、「敷地利用権」又は「敷地共有持分等」の別を、買取等の区分に欄には「権利の帰属」又は「売渡し請求」の別を記載すること。

（参考３）
隣接施行敷地権に係る資産の譲渡があった旨等の証明書マンション再生事業用

（租税特別措置法第31条の２第２項第10号及び第62条の３第４項第10号〔軽減税率〕関係）
　年　月　日

資産の譲渡者
住所
氏名

事業の施行者
　　所在地又は住所
　　名称又は氏名

１.　建替前マンション又は滅失したマンションで再建敷地の上に存していたもの（以下「滅失マンション」という。）が租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第20条の２第８項又は第38条の４第18項に規定する建築物に該当することにつき都道府県知事（市の区域内にあっては当該市の長。以下同じ。）の証明を受けたこと（別添）。
２.　再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失マンションで再建敷地の上に存していたものの延べ面積以上であることにつき、都道府県知事の証明を受けたこと（別添）。
３． 当該再生後マンションについて、住戸の規模が施行規則第15条第１項第１号に定める基準に適合するものであること又は施行規則第15条第２項の適用を受けるもので、住戸の規模及び構造が平成26年国土交通省告示第1183号第１項第２号に定める基準に適合するものであることにつき都道府県知事の証明を受けたこと（別添）。
４.　下記資産は、隣接施行敷地権に係るものであり、マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第75条の補償金として支払ったものであること。
を証明いたします。

記

	資産の所在地
	資産の種類
	補償金の価額

	
	
	円



摘要
　①建替前マンションの名称
　②権利変換計画認可年月日
　③権利変換期日



（参考４）共通

□再生後
　　　　　　　　マンションに係る租税特別措置基準適合証明書
□売却再建
（租税特別措置法第31条の２第２項第10号及び第11号、第62条の３第４項第10号及び第11号並びに第76条第１項〔軽減税率・登録免許税の免税〕関係）
	証明申請者
	所在地又は住所
	

	
	名称又は氏名
	

	所　在　地
	

	住戸の戸数
	

	住戸の床面積の平均の値
	（１）
	（２）
	（３）
	（４）
	（５）

	
	　㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	認可権者名、認可日、認可番号
	



　上記の建物が、マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第２条第１項第10号に規定するマンション再生事業に係る同項第14号に規定する再生後マンション（以下単に「再生後マンション」という。）又は同法第４条第２項第６号に規定するマンション等売却事業に係る同項第７号に規定する売却等マンションを除却した後の土地若しくは同法第２条第１項第23号に規定する売却敷地に新たに建築されるマンション（以下「売却再建マンション」という。）であり、平成26年国土交通省告示第1183号（以下「告示」という。）に定める基準に適合することを証明します。
                                                          　　　　年　　月　　日
	

証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関


	氏名又は名称
	

	
	一級建築士又は二級建築士の別

	             


	登録番号
	

	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士の場合)
	


	
	指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の場合
	住　　　　　　 　　所
	

	
	
	指定・登録年月日及び指定・登録番号
	


	
	
	指定をした者(指定確認検査機関の場合)
	


	建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所

	名　　　　　称
	

	
	所在地
	

	
	一級建築士事務所又は二級建築士事務所の別
	


	
	登録年月日及び登録番号
	

	指定確認検査機関が証明を行った場合の確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者

	氏　　　　　名
	

	
	建築士の場合

	一級建築士又は二級建築士の別
	


	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士の場合)
	


	
	建築基準適合判定資格者の場合

	登録番号
	

	
	
	登録を受けた地方整備局等名
	

	登録住宅性能評価機関が証明を行った場合の確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者
	氏　　　　　名
	

	
	建築士の場合

	一級建築士又は二級建築士の別
	


	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士の場合)
	


	
	建築基準適合判定資格者検定合格者の場合
	合格通知日付又は合格証書日付
	

	
	
	合格通知番号又は合格証書番号
	


                                                   （用紙　日本産業規格　Ａ４）
備考
  １　標題の「再生後」又は「売却再建」は該当するものにレ点を付すこと。
２　「証明申請者」の「所在地又は住所」及び「名称又は氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の所在地又は住所並びに名称又は氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
　３　「所在地」の欄には、再生後マンション又は売却再建マンションの所在地（地番）を記載すること。
　４　「住戸の戸数」の欄には、当該再生後マンション又は売却再建マンションの住戸の数について記載すること。
　５　「住戸の床面積の平均の値」欄の「（１）」欄から「（５）」欄までには、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号）第15条第２項及び告示第３項に定める住宅事情の実態により必要があると認められ、都道府県知事等が面積を定める場合において、告示第１項第２号イ又は第３項第２号に定める住戸について、各々の床面積の平均の値を記載すること。
　６　「認可権者名、認可日、認可番号」の欄には、マンションの再生等の円滑化に関する法律第９条第１項、第45条第１項又は第113条第１項に規定する認可を行った認可権者名、認可の行われた日及び認可番号を記すこと。
７　「証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関」の欄には、当該再生後マンション又は売却再建マンションが告示に定める基準に適合するものであることにつき証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関について、次により記載すること。
    (1) 「氏名又は名称」の欄には、建築士が証明した場合には建築士法（昭和25年法律第202号）第５条の２の規定により届出を行った氏名を、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の18第１項の規定により指定を受けた名称（指定を受けた後に同法第77条の21第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称）を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第７条第１項の規定により登録を受けた名称（登録を受けた後に同法第10条第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称）を記載するものとする。
(2) 「一級建築士又は二級建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」又は「二級建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士又は二級建築士が証明することのできる再生後マンション又は売却再建マンションは、それぞれ建築士法第３条又は第３条の２に規定する建築物に該当するものとする。
(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第５条の２の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。
(4) 「登録を受けた都道府県名（二級建築士の場合）」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士である場合には、建築士法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(5) 「指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の場合」の「住所」、「指定・登録年月日及び指定・登録番号」及び「指定をした者（指定確認検査機関の場合）」の欄には、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法第77条の18第１項の規定により指定を受けた住所（指定を受けた後に同法第77条の21第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所）、指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律第７条第１項の規定により登録を受けた住所（登録を受けた後に同法第10条第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所）、登録を受けた年月日及び登録番号を記載するものとする。
８　「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所又は二級建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の３第１項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所又は二級建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
９　「指定確認検査機関が証明を行った場合の確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該再生後マンション又は売却再建マンションが告示に定める基準に適合するものであることにつき確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
(2) 「建築士の場合」の「一級建築士又は二級建築士の別」の欄には、確認を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」又は「二級建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士又は二級建築士が確認することのできる再生後マンション又は売却再建マンションは、それぞれ建築士法第３条又は第３条の２に規定する建築物に該当するものとする。
(3) 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名（二級建築士の場合）」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士である場合には、同法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(4) 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
  10　「登録住宅性能評価機関が証明を行った場合の確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者」の欄には、当該再生後マンション又は売却再建マンションが平成26年国土交通省告示第1183号に定める基準に適合するものであることにつき確認を行った建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者検定合格者である場合には、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第６条より通知を受けた氏名を記載するものとする。
(2) 「建築士の場合」の「一級建築士又は二級建築士の別」の欄には、確認を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」又は「二級建築士」と記載するものとする。なお、一級建築士又は二級建築士が確認することのできる再生後マンション又は売却再建マンションは、それぞれ建築士法第３条又は第３条の２に規定する建築物に該当するものとする。
(3) 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名（二級建築士の場合）」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士である場合には、同法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
(4)  「建築基準適合判定資格者検定合格者の場合」の「合格通知日付又は合格証書日付」及び「合格通知番号又は合格証書番号」の欄には、建築基準法施行令第６条の規定により通知を受けた日付及び合格通知番号（建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）附則第２条第２項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格したとみなされた者については、合格証書日付及び合格証書番号）を記載するものとする。




（参考５）マンション等売却事業用

公共の用に供する施設その他の施設に係る施設計画等適合証明書
（租税特別措置法第31条の２第２項第11号及び第62条の３第４項第11号〔軽減税率〕関係）

１．証明申請者
	マンション等売却組合名
	

	所在地
	

	売却等マンション又は売却敷地の所在地
	

	認可権者名、認可日、認可番号
	



２．認定除却等計画等（マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号）第58条第１項第７号若しくは第２項第７号に規定する計画）
	買受人の氏名又は名称
	

	買受人の所在地又は住所
	

	認定除却等計画の認定権者名、認定日、認定番号
	

	売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地に新たに整備する公共の用に供する施設その他の施設
	


                                                         
…………………………………………………………………………………………………………

　上記２．の売却等マンションを除却した後の土地又は売却敷地に新たに整備する施設の計画が、租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号）第13条の３第６項第２号若しくは第３号又は第21条の19第７項第２号若しくは第３号に掲げる施設に適合することを証明します。

番号
　年　月　日

　氏　名　　　　　　　　印

備考
１　１．の「認可権者名、認可日、認可番号」の欄には、マンションの再生等の円滑化に関する法律第113条第１項に規定する認可を行った認可権者名、認可の行われた日及び認可番号を記すこと。
[bookmark: _Hlk221218940]２　２．の「認定除却等計画の認定権者名、認定日、認定番号」の欄には、同法第104条第１項に規定する認定を行った認定権者名、認定の行われた日及び認定番号を記すこと。（認定除却等計画の場合のみ記載すること。）
３　証明は都道府県又は市町村の施設設置に係る事務等を行う担当部局が行うものとし、設置にあたり許認可等を要する施設の場合にあっては計画に係る事前協議、審査等を経て行うこと。

（参考６）マンション再生事業用

資産の譲渡があった旨、租税特別措置法施行令第22条の８第25項各号のいずれか又は同令第39条の５第26項に該当する旨及び審査委員の過半数の確認を得た旨の証明書
（租税特別措置法第34条の２第２項第22号及び第65条の４第１項第22号〔1,500万円控除〕関係）

　年　月　日
資産の譲渡者
住所
氏名

事業の施行者
　　所在地又は住所
　　名称又は氏名

下記資産は、
１.　マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第56条第１項の規定による権利変換を希望しない旨の申出に基づき買い取ったものであり、当該資産が租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第22条の８第25項各号のいずれか又は同令第39条の５第26項に該当することにつき審査委員の過半数の確認を得たこと。
２.　マンションの再生等の円滑化に関する法律第15条第１項又は第64条第１項若しくは第３項の規定に基づき買い取ったものであり、当該資産が租税特別措置法施行令第22条の８第25項各号のいずれか又は同令第39条の５第26項に該当することにつき審査委員の過半数の確認を得たこと。

を証明いたします。
記
	資産の所在地
	資産の種類
	買取等の区分
	買取等の価額

	
	
	
	円



摘要
　①再生前マンションの名称
　②権利変換計画認可年月日
　③権利変換期日

注　１）資産の譲渡に際しての根拠条項に応じ、１.又は２.を○で囲むこと。
　　２）資産の種類の欄には「区分所有権」、「敷地利用権」又は「敷地共有持分等」の別を、買取等の区分の欄には「権利変換等を希望しない旨の申出」、「売渡し請求」又は「買取り請求」の別を記載すること。


（参考７）マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業用


資産の譲渡があった旨等の証明書
（租税特別措置法第34条の２第２項第22号の２及び第65条の４第１項第22号の２〔1,500万円控除〕関係）


　年　月　日

資産の譲渡者
住所
氏名

マンション等売却組合
　　所在地
　　名称

下記１.の資産が、通行障害既存耐震不適格建築物に該当し、
①  マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第141条第１項の規定による認可を受けた分配金取得計画に基づき買い取ったものであること。
②  マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項の規定に基づき買い取ったものであること。
及び
[bookmark: _Hlk221219471]下記２.のマンションの再生等の円滑化に関する法律第107条に規定する認定除却等計画又はマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則（平成14年国土交通省令第116号）第58条第１項第７号若しくは第２項第７号に規定する計画（以下「認定除却等計画等」という。）に売却等マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項が記載されており、当該マンションが新たに建築されることについて、租税特別措置法施行規則第17条の２第１項第26号又は第22条の５第１項第26号の規定に基づく都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）による証明（番号　　　・　　年　月　日）を受けていることを証明いたします。


記

１．売却等マンション
　（１）名称
　（２）分配金取得計画認可年月日
　（３）権利消滅期日


	資産の所在地
	資産の種類
	買取等の区分
	買取等の価額

	
	
	
	円




２．認定除却等計画等に記載されている事項
売却等マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンション
名称　

注　１）本文において、資産の譲渡に際しての根拠条項に応じ、①又は②を○で囲むこと。
　　２）本文において、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長）による証明に係る証明書の番号及び証明年月日をカッコ欄に記載すること。
　　３）上記１.（３）において、資産の種類の欄には「区分所有権」又は「敷地利用権」の別を、買取等の区分に欄には「権利の帰属」又は「売渡し請求」の別を記載すること。


（参考８）マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業用

通行障害既存耐震不適格建築物証明書
（租税特別措置法第34条の２第２項第22号の２及び第65条の４第１項第22号の２〔1,500万円控除〕関係）

証明申請者
	マンション等売却組合名
	

	所在地
	

	売却等マンションの所在地
	

	認可権者名、認可日、認可番号
	



                                                         
…………………………………………………………………………………………………………

　上記の売却等マンションが、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第５条第３項第２号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物（同法第７条第２号又は第３号に掲げる建築物であるものに限る。）に該当することを証明します。

番号
　年　月　日

　氏　名　　　　　　　　印


備考
１　証明申請者の「認可権者名、認可日、認可番号」の欄には、マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第113条第１項に規定する認可を行った認可権者名、認可の行われた日及び認可番号を記すこと。
２　証明は都道府県又は市町村の耐震改修計画担当部局が行うこと。

2

